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議第
90号

専決処分の報告承認について（令和７年度
五泉市介護保険特別会計補正予算（第３
号））

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
91号

新潟県市町村総合事務組合規約の変更に
ついて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
92号

五泉市空家等対策協議会条例の一部を改
正する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
93号

五泉市火災予防条例の一部を改正する条
例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
94号

五泉市スポーツ推進審議会条例の一部を
改正する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
95号

五泉市体育施設条例の一部を改正する条
例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
96号

字の変更について（桑山地区） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
97号

指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
98号

指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
99号

指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
100
号

令和７年度五泉市一般会計補正予算（第５
号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
101
号

令和７年度五泉市国民健康保険特別会計
補正予算（第３号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

議第
102
号

令和７年度五泉市介護保険特別会計補正
予算（第４号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

議第
103
号

令和７年度五泉市後期高齢者医療特別会
計補正予算（第３号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

議第
104
号

令和７年度五泉市水道事業会計補正予算
（第３号）

可決 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

議第
105
号

令和７年度五泉市下水道事業会計補正予
算（第３号）

可決 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

議第
106
号

五泉市教育委員会委員の任命について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
107
号

五泉市川東財産区管理会委員の選任につ
いて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
108
号

五泉市川東財産区管理会委員の選任につ
いて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
109
号

五泉市川東財産区管理会委員の選任につ
いて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
110
号

五泉市川東財産区管理会委員の選任につ
いて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
111
号

五泉市川東財産区管理会委員の選任につ
いて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
112
号

五泉市川東財産区管理会委員の選任につ
いて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
113
号

五泉市川東財産区管理会委員の選任につ
いて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
114
号

五泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償
等に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

可決 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
115
号

五泉市特別職の職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例の制定について

可決 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
116
号

五泉市職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
117
号

五泉市会計年度任用職員の給与及び費用
弁償に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
118
号

五泉市乳児等通園支援事業の設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
119
号

五泉市特定乳児等通園支援事業の運営に
関する基準を定める条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
120
号

令和７年度五泉市一般会計補正予算（第６
号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第
121
号

令和７年度五泉市国民健康保険特別会計
補正予算（第４号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

議第
122
号

令和７年度五泉市介護保険特別会計補正
予算（第５号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
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議第
123
号

令和７年度五泉市後期高齢者医療特別会
計補正予算（第４号）

可決 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

議第
124
号

令和７年度五泉市水道事業会計補正予算
（第４号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

議第
125
号

令和７年度五泉市下水道事業会計補正予
算（第４号）

可決 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

諮問
第4

人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ
とについて

適任と
認める ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

諮問
第5

人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ
とについて

適任と
認める ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請
願
者

請願

第5

「私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するた
め、私学助成の増額・拡充を求める意見書」の採択を求
める請願

採択 ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ●

議
　
員

発議
第6号

私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進する
ため、私学助成増額・拡充を求める意見書の提出
について

可決 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ●

※1　法律に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法第116条の規定により、議長は表決に加わっていません。

市
　
　
　
　
長

※
１


